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令和６年度 町単独地域脱炭素移行・再エネ推進交付金事業 

令和７年度分公共施設整備事業CM業務委託 仕様書 

 

１ 業務の名称 

令和６年度 町単独地域脱炭素移行・再エネ推進交付金事業 令和７年度分公共施設整備事

業CM業務委託（以下「本業務」という。） 

 

２ 業務の目的 

 箕輪町（以下「発注者」という。）が実施する令和７年度箕輪町地域脱炭素移行・再エネ

推進交付金事業等 公共施設整備工事（以下「本事業」という。）の推進にあたり、技術的

かつ商流上の中立性を保ちつつ、発注者側に立って、発注者が求める性能や仕様を確保する

ため、調達上の利益相反がない立場で「４ 業務対象」に定める施設整備における支援を行

う。 

 

３ 履行期間 

 契約締結日から令和７年３月３１日までとする。ただし、議会にて予算の繰越が認められ

た場合、令和７年７月３１日までとする。 

 

４ 業務対象 

 本事業は、環境省の地球温暖化対策に関する補助事業である「地域レジリエンス・脱炭素

化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 ２号事業」の

対象であり、令和７年度中の事業完了が必須である。 

本業務の対象（以下「本計画」という。）は、以下のとおりとする。ただし、本事業の他

の計画や「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギ

ー設備等導入推進事業」の事業計画の変更等に伴う、業務対象の変更の可能性があるため、

詳細は本業務内で発注者と協議のうえ、確定する。 

 

 

対象施設 計画概要 想定規模 

箕輪中部小学校 

太陽光発電設備の導入 
小体育館、北校舎西、西校舎、給食室屋

根置き（約147kW） 

蓄電池の導入 
蓄電池 ：PCS50kW、60kWh相当 

非常電源：藤が丘体育館（二次避難所） 

箕輪東小学校 

太陽光発電設備の導入 中校舎、南校舎屋根置き（約65kW） 

蓄電池の導入 
蓄電池 ：PCS50kW、60kWh相当 

非常電源：箕輪東小学校（二次避難所） 
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対象施設 計画概要 想定規模 

箕輪西小学校 

太陽光発電設備の導入 
体育館、ランチルーム屋根置き 

（約73kW） 

蓄電池の導入 
蓄電池 ：PCS50kW、60kWh相当 

非常電源：箕輪西小学校（二次避難所） 

産業支援センター

みのわ 
太陽光発電設備の導入 36kW 

ファームテラスみ

のわ 
太陽光発電設備の導入 13kW 

やまびこテラス 太陽光発電設備の導入 13kW 

農産物加工所 太陽光発電設備の導入 8kW 

 

５ 本業務の実施上の留意事項等 

・ 本業務を受託した者（以下「受託者」という。）は、発注者の方針や意向を十分に理

解し、関連する各分野における専門性の高い技術力を有する者を適切に配置した上で、

本業務にあたるとともに、良質かつ安定的な支援を契約期間中継続的に提供するものと

する。 

・ 受託者は、常に発注者の支援者としての立場に立ち、発注者の利益を守ることを最大

の任務と捉え、本業務を実施するとともに、契約期間中、発注者との高い信頼関係及び

倫理性の保持を徹底すること。 

・ 受託者は、候補者を含む本事業の設計者、施工者や、その他事業者から、常時完全に

独立する立場の維持を徹底すること。 

・ 受託者は、本業務の実施にあたり、本事業に係る関係諸法令及び関連条例等の遵守を

徹底すること。 

・ 受託者は、本業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行

うこと。また、本業務の遂行にあたり、発注者の方針や意向を満足する上で、必要な業

務であると発注者が考えるものに関しては、本業務に含まれるものとして遅滞なく遂行

すること。 

 

６ 業務内容 

本業務に当たっては、「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自

立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」及び同事業の交付申請書類（契約後に発注者

より貸与する）などについて十分に理解し、発注者の要求を確認、整理して遂行するこ

と。 

(1)  共通業務 

ア 業務計画書の提出 



( 3 / 5 ) 

業務着手後、速やかに業務計画書を作成のうえ発注者に提出し、発注者の承認

を得るものとする。 

イ 会議の設定及び運営支援 

隔週１回程度、発注者との打合せを行い、打合せ後は速やかに議事録を作成

し、発注者に提示するものとする。 

(2)  基本計画策定支援 

ア 調査の実施 

対象施設について既存図面資料の確認（小学校３校の基礎調査資料も含む）及

び現地調査を実施し、概要設計の確認と課題を抽出する。 

イ 計画の検討 

上記調査を基に計画条件を整理し事業者選定に必要となる検討を行い、基本計

画をまとめる。なお、構造検討については、構造図または構造計算書がある施設

について、概略検討を行うものとし、構造図、構造計算書等の作成は本業務には

含まないものとする。 

ウ 概算工事費の算出 

検討した計画内容に基づき、概算事業費を算出する。ＰＰＡの場合は、想定契

約単価を算出する。 

エ マスタースケジュールの作成 

本計画の発注計画も踏まえ、事業完了までのマスタースケジュール案を作成す

る。 

オ 基本計画書の作成 

上記ア～エにて検討した施設・設備等の基本仕様、マスタースケジュール、概

算事業費、導入効果等について、基本計画書案として取りまとめる。 

(3) 事業者選定支援 

ア 発注計画の作成 

本計画の設計者、施工者、その他受託事業者となり得る事業者にサウンディン

グ調査を行い、結果を踏まえて本計画の発注方式、発注区分、発注スケジュール

を検討する。対象とする事業者は、発注者と協議のうえ、決定するものとする。 

イ 事業者選定準備支援 

選定プロセスを発注者と協議のうえ、事業者選定のデイリースケジュール案を

作成し、進捗管理を行う。また、事業者選定用の公募資料（募集要項、要求水準

書、仕様書等）の案を作成し、発注者の承認を得る。 

ウ 事業者の選定支援 

参加事業者からの質疑に対し、回答案の作成支援を行う。 

 

７ 指示監督 
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(1)  受託者は、本業務の遂行にあたっては契約書、仕様書、その他発注者の指示に従

うとともに、常に発注者と密接なる連絡を取りながら作業を実施しなければならな

い。 

(2)  他の自治体の協力が必要な場合には、受託者は事前に発注者に連絡をするととも

に、発注者の指示に従って作業を実施しなければならない。 

 

８ 資料の貸与 

(1)  発注者は業務の履行に当たり、必要に応じて、保有する資料を提供・貸与するも

のとする。 

(2)  受託者は、発注者が貸与する資料等を受託者の責任において管理しその取扱いに

は十分注意するものとし、業務終了後は速やかに返却するものとする。 

 

９ 秘密の保持 

受託者は、業務上知り得た内容、情報等を他に漏らしてはならない。 

 

10 疑義の解釈 

本仕様書に定める事項に疑義が生じたとき、又は定めのないときは、発注者と受託者と

で協議し決定するものとする。 

 

11 成果品 

成果品については以下のとおりとする。 

(1)  成果品の提出部数 

成果品 部数 

ア 業務計画書 正副各１部 

イ 業務報告書 正副各１部 

ウ 電子成果品 一式 

 

(2)  成果品の構成 

成果品 規格 

ア 業務計画書 

(ｱ) 業務概要 

(ｲ) 業務工程 

(ｳ) 業務実施体制 

(ｴ) その他 

任意 

イ 業務報告書 

(ｱ) 基本計画書 

簡易製本 
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• 基本仕様書 

• マスタースケジュール 

• 概算事業費 

• 各種技術検討書 

• 基本計画図 

 全体配置図 

 システム概要図 

(ｲ) 事業者選定資料 

• 公募資料 

 募集要項書 

 要求水準書 

 様式集等 

 その他 

• 選定スケジュール案 

(ｳ) その他 

• 打合せ･会議記録 

• 庁内等説明用資料 

• その他報告・資料等 

ウ 電子成果品 ＣＤ－Ｒ 又は 

ＤＶＤ－Ｒ 

※ 各成果品の名称や内容は、発注者と受託者との事前協議により詳細を決定するこ

と。 

※ 綴りは製本せず、着脱可能な厚型ファイルを使用すること。 

※ 綴りは適宜分冊し、背表紙及びインデックスを用いて解りやすくまとめること。 


